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は じ め に 

 

学校教育の一環として行われる部活動は、異年齢との交流の中で、生徒同士や生徒と教員

等との好ましい人間関係の構築を図ったり、自己肯定感を高めたりするなど、教育的意義が

大きい活動です。特に、文化部活動は、分野や活動目的、生徒のニーズ、指導者や顧問の関

わり方、活動頻度や活動時間など、極めて多様なことが特色ですが、生徒が生涯にわたって

芸術文化等の活動に親しむ基礎を形成するという意義があります。 

 しかしながら、近年、少子化に伴う部員数や部活動数の減少、部活動の過熱化、教員の多

忙化などが課題となっているほか、文化部活動の中には、本来の活動に加え、週休日等に地

域からの要請により地域の行事や催し物に参加したり、運動部の応援として試合に同行した

りすることによって、活動時間が長時間に及んだり、休養日がとりづらくなっている場合が

あるなどの課題が指摘されています。 

 このような状況下において、本県教育委員会では、文化庁が平成３０年１２月に策定した

「文化部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」に則り、かつ、同年１２月に本県教

育委員会が策定した「山形県における運動部活動の在り方に関する方針」を踏まえるととも

に、外部有識者も含めて設置した策定委員会のご意見を伺ったうえで、「山形県における文

化部活動の在り方に関する方針」を策定しました。 

 本方針を踏まえて、市町村教育委員会及び学校法人並びに各学校にあっては、生徒にとっ

て望ましい部活動の実施環境を構築するという観点に立ち、文化部活動が地域、学校、分野、

活動目的等に応じた多様な形で最適に実施されるよう努めていただくとともに、教員のワー

ク・ライフ・バランスの実現が図られることを期待します。 

 結びに、本方針の策定にあたり、御協力賜りました「山形県における文化部活動の在り方

に関する方針」策定委員会の各委員、その他関係各位に対し、深く感謝申し上げます。 

 

 令和元年７月 

                    山形県教育委員会教育長  菅 間 裕 晃 
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山形県における本方針策定の趣旨等 

 

○ 本方針は、「文化部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」（平成 30 年 12 月 文

化庁策定）（以下、「国のガイドライン」という。）に則り、義務教育である中学校（義

務教育学校後期課程及び特別支援学校中学部を含む。以下同じ。）段階の文化部活動を

主な対象とし、生徒にとって望ましい部活動の実施環境を構築するという観点に立ち、

文化部活動が以下の点を重視して、地域、学校、分野、活動目的等に応じた多様な形で

最適に実施されることを目指す。 

 知・徳・体のバランスのとれた「生きる力」を育む、「日本型学校教育」の意義を踏

まえ、生涯にわたって学び、芸術文化等の活動に親しみ、多彩な表現や鑑賞の活動を

通して、豊かな心や創造性の涵養を目指した教育の充実に努めるとともに、バランス

のとれた心身の成長と学校生活を送ることができるようにすること。 

 生徒の自主的、自発的な参加により行われ、学校教育の一環として教育課程との関連

を図り、合理的でかつ効率的・効果的に取り組むこととし、各学校においては、生徒

の自主的・自発性を尊重し、活動を強制することがないよう、留意すること。 

 学校全体として文化部活動を含む部活動の指導・運営に係る体制を構築すること。 

 文化部活動の多様性に留意し、可能な限り、生徒の多様なニーズに応じた活動が行わ

れるよう、実施形態などの工夫を図ること。 

 

○ 県立学校にあっては本方針に則り、市町村教育委員会等（以下、「学校の設置者」とい

う）及び市町村立中学校にあっては本方針を参考に、持続可能な文化部活動の在り方に

ついて検討し、速やかに改革に取り組む。県教育委員会は、学校の設置者や学校が行う

改革に必要な支援等に取り組む。 

 

○ 本方針は、学校の種類や学校の設置者の違いに関わらず該当するものである。 
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○ 県教育委員会は、本方針に基づく各学校の設置者及び各学校の文化部活動改革の取組状

況について、定期的にフォローアップを行う。なお、フォローアップについては運動部

活動と合わせて行うなど、負担軽減を図るものとする。 

 

１ 適切な運営のための体制整備 

（１） 文化部活動の方針の策定等 

ア  学校の設置者は、本方針を参考に、「設置する学校に係る文化部活動の方針」（以

下、「設置者の方針」という。）を策定する。 

 

イ  校長は、県立学校にあっては本方針に、各中学校にあっては「設置者の方針」に則

り、毎年度、「学校の文化部活動に係る活動方針」（以下、「学校の方針」という。）

を策定する。文化部顧問は、年間の活動計画（活動日、活動時間、休養日及び参加予

定大会日程等）及び活動実績（活動日時、休養日及び大会参加日程等）を作成し、定

期的に校長に提出する。 

 

ウ  校長は、「学校の方針」及び活動計画等を学校のホームページへの掲載等により公

表する。 

 

エ  学校の設置者は、上記ウに関し、各学校において文化部活動の活動方針・計画の策

定等が効率的に行えるよう、県教育委員会が作成した様式を参考に、簡素で活用しや

すい様式の作成等を行う。 

 

（２） 指導・運営に係る体制の構築 

ア  校長は、生徒や教員の数、部活動指導員の配置状況を踏まえ、指導内容の充実、生

徒の安全の確保及び教員の長時間勤務の解消等の観点から円滑に持続可能な文化部活

動を実施できるよう、適正な数の文化部を設置する。 
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イ  県教育委員会及び学校の設置者は、各学校の生徒や教員の数、部活動指導員の配置

状況や校務分担の実態等を踏まえ、部活動指導員を積極的に任用して学校に配置する。 

なお、部活動指導員の任用・配置に当たっては、学校教育について理解し、適切な

指導を行うために、部活動の位置付け、教育的意義、生徒の発達の段階に応じた科学

的な指導、安全の確保や事故発生後の対応を適切に行うこと、生徒の人格を傷つける

言動や体罰は、いかなる場合も許されないこと、服務（校長の監督を受けることや生

徒・保護者等の信頼を損ねるような行為の禁止等）を遵守すること等に関し、定期的

に研修を行う。 

 

ウ  県教育委員会は、学校が部活動指導員及び外部指導者を活用しやすくするため、芸

術文化関係団体等と連携して、専門的指導力を有する地域の人材に関する情報提供を

行えるような仕組みづくりを検討する。 

 

エ  校長は、文化部顧問の決定に当たっては、校務全体の効率的・効果的な実施に鑑み、

教員の他の校務分掌や、部活動指導員の配置状況を勘案した上で行うなど、適切な校

務分掌となるよう留意するとともに、外部指導者からの協力を得るなど、学校全体と

しての適切な指導、運営及び管理に係る体制の構築を図る。 

 

オ  校長は、定期的な活動計画及び活動実績の確認等により、各文化部の活動内容を把

握し、生徒が安全に芸術文化等の活動を行い、教員の負担が過度とならないよう、持

続可能な運営体制が整えられているか等について、適宜、指導・是正を行う。 

 

カ  校長は、文化部活動を適切に運営するために、部活動運営委員会（仮称）を設置し、

各文化部活動の取組みの確認や評価を行い、改善に努める。なお、部活動運営委員会

（仮称）は、学校の教職員のみならず、保護者、地域の関係者等も組織に加えるなど

して、活動内容や活動時間、学校と保護者の連携及び学校と地域の連携などについて、

理解や協力を求めるよう努めることが望ましい。 
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キ  県教育委員会及び学校の設置者は、文化部活動の指導者（顧問、部活動指導員や外

部指導者等）を対象とする指導に係る知識及び実技の質の向上並びに学校の管理職を

対象とする文化部活動の適切な運営に係る実効性の確保を図るための研修等の取組み

を行う。 

 

ク  学校の設置者及び校長は、教員の文化部活動への関与について、「公立学校の教師

の勤務時間の上限に関するガイドラインの策定について（平成３１年１月２５日付け

３０文科初第１４２４号文部科学省初等中等教育局長通知）」及び「学校における働

き方改革に関する取組の徹底について（平成３１年３月１８日付け３０文科初第１４

９７号文部科学事務次官通知）」を踏まえ、法令に則り、業務改善及び勤務時間管理

等を行う。 

 

ケ  校長は、各文化部の運営では保護者等の理解と協力が重要であることから、スケジ

ュールや活動状況等の情報を常に共有し、信頼関係を深めるよう努める。 

また、各文化部活動の保護者会等が設置されている場合は、運営主体、学校への支

援体制及び会計責任等について保護者会等との役割を明確にし、共通理解を図るよう

努める。 

 

２ 合理的でかつ効率的・効果的な活動の推進のための取組み 

（１） 適切な指導の実施 

ア  校長及び文化部活動の指導者は、文化部活動の実施に当たっては、生徒の心身の健

康管理（障害・外傷の予防やバランスのとれた学校生活への配慮等を含む）、事故防

止（活動場所における施設・整備の点検や活動における安全対策等）に努めるととも

に、体罰・ハラスメントの根絶を徹底する。県教育委員会及び学校の設置者は、学校

におけるこれらの取組みが徹底されるよう、適宜、支援及び指導・是正を行う。 
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イ  文化部活動の指導者は、生徒のバランスのとれた健全な成長の確保の観点から休養

を適切に取ることが必要であること、また、過度の練習が生徒の心身に負担を与え、

文化部活動以外の様々な活動に参加する機会を妨げること等を正しく理解する。あわ

せて、生徒の芸術文化等の能力向上や、生涯を通じて芸術文化等に親しむ基礎を培う

ことができるよう、生徒とコミュニケーションを十分に図り、生徒がバーンアウトす

ることなく、技能等の向上や大会等での好成績などそれぞれの目標を達成できるよう、

分野の特性等を踏まえた適切な指導を行う。また、専門的知見を有する教員や養護教

諭等と連携・協力し、発達の個人差や成長期における体と心の状態等に関する正しい

知識を得た上で指導を行う。 

 

（２） 文化部活動指導のための各種手引の活用 

文化部活動の指導者は、文化部活動に関わる各分野の関係団体等が作成した指導手引

を活用して、２（１）に基づく指導を行う。 

 

３ 適切な文化部活動の運営 

各学校の文化部活動の運営については、下記の点に留意し、適切に行うものとする。 

休養日 平日１日以上、土曜日及び日曜日（以下「週休日」という）１日以上 

活動時間 平日２時間程度、週休日等３時間程度 

長期休業中の 

休養日 

ある程度長期の休養期間を設ける 

（連続した休養日の設定） 

始業前練習 禁 止 

保護者会主催の

練習会 

保護者会が単独で練習会を主催することのないよう保護者の理解と協

力を得る 

部活動と同様の

「地域芸術文化

関係団体」の活動 

部活動の活動時間と併せて上記基準内の活動とする 
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ア  学校の設置者及び学校は、文化部活動における休養日及び活動時間について、成長

期にある生徒が、教育課程内の活動、部活動、学校外の活動、その他の食事、休養及

び睡眠のバランスのとれた生活を送ることができるよう、以下を基準として遵守する。 

① 学期中の休養日の設定 

・休養日は、週当たり２日以上（平日１日以上、週休日１日以上）となるように設定

する。 

 

② １日の活動時間 

・長くとも、平日では２時間程度、学校の休業日（週休日、休日、長期休業日）では

３時間程度とし、分野の特性等を踏まえ、適正に活動を行う。 

・上記の活動時間とは、通常の練習の活動時間であり、大会やコンクール、コンテス

ト、発表会、合宿等（以下「大会等」という）や地域からの要請により参加する地

域の行事・催し等については上記活動時間を適用しなくても良いが、大会等を計画

する際は、毎週のように大会等に参加するなど、生徒や教員の過度な負担とならな

いようにする。 

 

③ 長期休業中の休養日の設定 

・学期中に準じた扱いを行い、できる限り週休日に休養日を設定することが望ましい。 

・文化部活動以外にも多様な活動を行うことができるよう、ある程度長期の休養期間

を設ける。 

・ある程度長期の休養期間後に文化部活動を再開する場合には、生徒の身体的な負担

を考慮して、急激に再開せずに段階的に活動を始めるなど、配慮する。 

 

④ 学期中の始業前練習（朝練習） 

・始業前練習については禁止とする。 

・ただし、校長が、「中文連主催大会、コンクール、コンテスト、発表会、地域の行 

事・催し等」の前や活動場所の割当等の事情があると認める場合は、実施すること 



8 

 

ができるものとするが、学習が始まる前の時間帯であることを考慮した内容や強度 

となるよう計画するとともに、１日を通して、上記で定めた活動時間を超えないよ 

う配慮する。 

 

⑤ 学校管理下外の生徒の活動について 

(a) 関係団体等での活動 

校長は、運動部も含めた各部顧問（生徒が部活動に所属していない場合は担任） 

に対し、個人として自らの技術の向上を目指し、学校外の関係団体等に所属し活 

動している生徒については、その活動の実態を把握するよう指導する。 

 

(b) 保護者会主催の活動*1 

校長は、保護者会が設置されている文化部活動について、その目的が学校部活 

動の支援・協力・応援にあることを確認し、保護者会が単独で練習会を主催した 

りすることのないよう保護者の理解と協力を得る。 

 

(c) 文化部活動と同じ内容の学校管理下外の活動*2 について 

校長は、各文化部顧問に対し、学校管理下外の「地域芸術文化関係団体」の活 

動が、学校の文化部活動と同じ内容の活動を行っている実態を把握した場合には、 

生徒の過度な負担とならないよう、学校の文化部活動と地域芸術文化関係団体の 

活動日・活動時間を合わせても、上記①～④の基準内の活動となるように、地域 

芸術文化関係団体関係者、保護者の理解と協力を得られるよう指導する。 

なお、校長は、地域芸術文化関係団体への部員の加入については必ず任意とし、 

保護者会として強制加入させたり、加入しなければならないような雰囲気になっ 

たりすることのないよう、関係者、保護者に理解と協力を得る。 

                                             

*1 保護者会主催の活動とは、単一学校の単一の文化部活動の部員のみで構成し、当該学校の部活動に引き続き活動したり、文化部活動が休養日の時に活動し 

たりすることをいう。 

*2 文化部活動の顧問、部活動指導員や外部指導者が指導者となっており、構成メンバーが学校の部活動の部員とほぼ変わらないメンバーで、学校の部活動 

に引き続き行われたり、部活動が休養日の時に活動したりする地域芸術文化関係団体の活動を指す。 



9 

 

イ  学校の設置者は、１（１）アに掲げる「設置者の方針」の策定に当たっては、上記

の基準を踏まえるとともに、県教育委員会が策定した方針を参考に、休養日及び活動

時間等を設定し、明記する。また、下記ウに関し、適宜、支援及び指導・是正を行う。 

 

ウ  校長は、１（１）イに掲げる「学校の方針」の策定に当たっては、上記の基準を踏

まえるとともに、県立学校にあっては本方針に、各中学校にあっては「設置者の方針」

に則り、各文化部の休養日及び活動時間等を設定し公表する。また、各文化部の活動

内容を把握し、適宜、指導・是正を行う等、その運用を徹底する。 

 

エ  休養日及び活動時間等の設定については、地域や学校の実態を踏まえた工夫として、

以下のようなことも考えられる。 

・定期試験前後の一定期間等に、各部共通、学校全体、市町村共通の部活動休養日を 

設ける。 

・校長が中文連主催大会、コンクール、コンテスト、発表会などの前に特別強化期間 

*3 等を設定する場合には、少なくとも週１日の休養日を設けたうえで、週間、月間、 

年間単位での活動頻度・時間の目安を定め、休養日を振替える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

*3 中文連主催大会、コンクール、コンテスト、発表会などの前に、学校独自の休養日・活動時間を設定して活動する一定の期間のこと。 
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４ 文化部活動における事故防止について 

 文化部活動には、激しい運動を伴う活動や野外活動、ボランティア活動なども含まれ、活

動内容が多岐に渡っている。活動内容によっては、事故防止について十分配慮する必要があ

る。また、生徒の体調の急変等に対応しなくてはならない場合が考えられるので留意して活

動する。 

 

（１） 活動前における配慮事項 

ア 連絡体制の整備と健康状態の把握 

・校長は、学校の管理下において事故が発生した場合に備え、学校の危機管理マニュア

ル（部活動中の事故を含む）を確立し、平素から文化部顧問・生徒・学校とともに共

通理解が図られるようにする。 

・校長は、各文化部顧問に対し、生徒の既往症（心臓疾患やアレルギーの有無等）を事

前に把握し、万一の際の対処法を養護教諭、生徒本人及び保護者と確認しておくよう

指導する。 

・文化部活動の指導者は、活動前に生徒の体調確認を行うなど、事前の事故防止を徹底

する。 

  ※参照１：事故発生時の連絡体制 

  参照２：心停止に対する応急手当 

参照３：熱中症予防の原則 

参照４：熱中症対応フロー 

 

イ 安全点検（施設・設備・備品・用具・ＡＥＤ設置場所確認） 

・校長は、各文化部顧問に対し、活動場所、設備、備品及び用具等の安全点検について、

日常的に行うよう指導する。 

・校長は、各文化部顧問に対し、ＡＥＤの設置場所を確実に把握するように指導すると

ともに、ＡＥＤの使用方法については、各文化部顧問を積極的に研修会に参加させた
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り、講師を招聘しての校内研修会を開催したりするなどして、各文化部顧問が確実に

使用できるように努める。 

 

（２） 活動中における配慮すべき事項 

ア  体調の確認と円滑なコミュニケーション 

・文化部活動の指導者は、活動中にも生徒の体調確認を行うとともに、生徒が体調不良 

の際には、自らすぐに申し出ることができるよう、生徒と円滑なコミュニケーション 

を図っておく。 

 

イ 生徒自身の管理 

・文化部活動の指導者は、生徒に対し、自ら事故や熱中症等を回避することができるよ 

う指導する。 

 

（３） 天候等を考慮した指導について 

校長は、各文化部顧問に対し、活動時の気象情報には十分留意させ、下記の点につ

いて指導する。 

・高温・多湿時において、文化部活動等が予定されている場合については、活動の延期 

や見直し等、柔軟な対応を行う。なお、日程調整の関係等でやむを得ず開催する場合 

には、ＷＢＧＴ等により環境温度の測定を行い、ＷＢＧＴ３１℃以上を指している間 

は原則として活動中止、ＷＢＧＴ２８℃以上の場合は、参加する生徒の適切な選別、 

こまめな水分・塩分の補給や休憩の取得、観戦者の軽装や着帽等、児童生徒の健康管 

理を徹底することとし、活動中に熱中症の疑いのある症状が見られた場合には、「熱 

中症対応フロー」（参照４）に従い、迅速に対応する。 

・雨天時等にやむを得ず活動する場合は、生徒の衣服が濡れたままで長時間活動するな 

どして、低体温症になることのないよう、健康状態に十分注意する。 

・雷や暴風雨の際には、活動の中止や中断の判断を的確に行う。 

※参照５：落雷事故の防止について 
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参照６：落雷基礎知識 

 

５ 生徒のニーズを踏まえた環境の整備 

（１） 生徒のニーズを踏まえた文化部の設置 

ア  校長は、部活動が生徒の自主的、自発的な参加に基づくものであり、生徒の文化部

活動へのニーズが、友達と楽しめること、適度な頻度で行えることなど多様化してい

る状況を踏まえ、性別や障がいの有無に関わらず、より多くの生徒の芸術文化等の活

動機会の創出が図られる体制を地域と共に考える。 

具体的な例としては、季節ごとに異なる活動、大会志向でなくレクリエーション志

向で行う活動等、生徒が楽しく芸術文化等の活動に親しむ動機づけとなるものが考え

られる。 

 

 イ  県教育委員会及び市町村教育委員会は、山形県中学校文化連盟と連携し、少子化に

伴い、単一の学校では特定の分野の文化部活動を設けることができない場合には、生

徒の部活動の機会が損なわれることがないよう、複数校の生徒が拠点校の文化部活動

に参加する等、合同部活動等の体制づくりを検討する。 

 

ウ  県教育委員会、学校の設置者及び校長は、当該校の教員が行うことが原則である生

徒の引率について、学校の諸事情によりできない場合、当該教育委員会等の責任のも

と他校教員の生徒引率を認めるなどの検討を進める。 

 

（２） 地域との連携等 

ア  県教育委員会、学校の設置者及び校長は、家庭の経済状況にかかわらず、生徒が芸

術文化等の活動に親しむ機会を充実する観点から、学校や地域の実態に応じて、地域

の人々の協力や体育館や公民館、美術館・博物館などの社会教育施設、劇場、音楽堂

等の文化施設の活用や芸術文化関係団体・社会教育関係団体等の各種団体との連携及
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び民間事業者の活用等により、学校と地域が協働・融合した形での部活動を検討する

など、生徒の芸術文化等の活動のための環境整備を進める。 

 

イ  各分野の関係団体等は、県教育委員会もしくは学校の設置者と連携し、学校と地域

が協働・融合した形での地域の芸術文化等の活動を推進する。 

また、学校の設置者等が実施する部活動指導員の任用・配置や、文化部活動の指導

者等に対する研修等、芸術文化等の指導者の質の向上に関する取組みに協力する。 

 

ウ  県教育委員会及び市町村教育委員会は、学校管理下ではない社会教育に位置付けら

れる活動については、各種保険への加入や、学校の負担が増加しないこと等に留意し

つつ、生徒が芸術文化等の活動に親しめる場所が確保できるよう、学校施設の開放を

推進する。 

 

エ  県教育委員会、学校の設置者及び校長は、学校と地域・保護者が共に子どもの健全

な成長のための教育、芸術文化等の活動の充実を支援するパートナーという考え方の

下で、こうした取組みを推進することについて、地域・保護者の理解と協力を促す。 

 

６ 学校単位で参加する大会等の見直し 

ア  山形県中学校文化連盟及び文化部活動の各種大会等の県内主催者は、主催する大会

等のあり方について、上記５を踏まえ、複数校合同グループの編成及び参加のあり方

についての見直しや、学校と地域が連携した団体等の参加などについて意見交換を進

める。また、大会等の規模もしくは日程等の在り方、外部人材の活用などの運営の在

り方に関する見直しを行うよう検討する。 

 

イ  県教育委員会、市町村教育委員会及び山形県中学校文化連盟は、学校の文化部が参

加する大会等や地域からの要請により参加する地域の行事・催し等の全体像を把握し、

週末等に開催される様々な大会等や地域の行事・催し等に参加することが、生徒や文
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化部活動の指導者の過度な負担とならないよう大会等や地域の行事・催し等の見直し

に向けた検討を主催者及び各関係団体に要請する。 

 

ウ  校長は、生徒の教育上の意義や、生徒や文化部活動の指導者の負担が過度とならな

いことを考慮して、参加する大会等や地域の行事・催し等を精査する。 
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（参照１）事故発生時の連絡体制の図 
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（参照２）心肺停止に対する応急手当の図 
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（参照３）熱中症予防の原則の図 
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（参照４）熱中症対応フローの図 
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（参照５）落雷事故の防止について（平成 30 年 7 月文部科学省通知を参考） 

① 事前に天気予報を確認するとともに、天候の急変などの場合には、ためらうことな

く計画の変更・中止などの適切な措置を講ずること。 

② 日本大気電気学会編「雷から身を守る―安全対策Ｑ＆Ａ―改訂版（平成 13 年 5 月

1 日発行）」によると、 

・黒い厚雲が頭上に広がった際は、雷雲の接近を意識する。 

・雷鳴は、かすかでも危険信号であり、雷鳴が聞こえるときは、落雷を受ける危険性

があるため、すぐに安全な場所に避難する。 

※[安全な場所：鉄筋コンクリートの建物、自動車、バス等の内部] 

・人体は、同じ高さの金属像と同様に落雷を誘引するものであり、たとえ身体に身に

付けた金属を外したり、ゴム長靴やレインコート等の絶縁物を身に付けていたりし

ても、落雷を阻止する効果はない。 

・気象庁のホームページにおいて、詳細な地域分布と 1 時間先まで 10 分ごとの予報

を確認できる「レーダー・ナウキャスト（降水・雷・竜巻）

（http://www.jam.go.jp/jp/radnowc/）等の情報が掲載されている。 

（参照６）落雷基礎知識（日本大気電気学会ホームページより抜粋） 

① 雷は高いところへ落ちる！ 

・平地で立った人と、低姿勢の人が並んでいた場合は、立った人へ落ちるとほぼ断定

できる。万が一の場合は、姿勢を低く。 

② 林や森の中も危険！ 

・木の下は、木への落雷による側撃雷の危険性が高い。 

③ 高い物体のそばは安全？ 

・建物や車など周囲に何もないところでは、コンクリート製の電柱のそばが安全とい

える。物体が電気の伝導体で完全設置されていれば、そのそばの安全性は高い。 




